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高齢者虐待防止と権利擁護

(公財)東京都福祉保健財団

東京都高齢者・障害者権利擁護支援センター

令和７年度 東京都集団指導
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高齢者虐待防止法の理解

• 高齢者の尊厳保持、権利利益の擁護が目的
• 虐待者への処罰規定はない
• 処罰は別の法律で行われる

• 養護者による虐待の対応は区市町村

地域包括支援センターが専門機関として対応の中核を担う

• 養介護施設従事者等による虐待については、
区市町村・都道府県が対応

• 65歳未満の養介護施設入所者等障害者を含む
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養介護施設 養介護事業 養介護施設
従事者等

老人福祉法
による規定

•老人福祉施設
•有料老人ホーム •老人居宅生活支援事業

「養介護施設」
又は「養介護事
業」の（※）業
務に従事する者

介護保険法
による規定

•介護老人福祉施設
•介護老人保健施設
•介護医療院
•地域密着型介護老人福
祉施設

•地域包括支援センター

•居宅サービス事業
•地域密着型サービス事業
•居宅介護支援事業
•介護予防サービス事業
•地域密着型介護予防サー
ビス事業

•予防介護支援事業

「養介護施設・事業所」と「従事者等」の範囲

（出典：厚生労働省『市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について』令和7年3月）

※業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員等）や、介護
職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含む（高齢者虐待防止法第２条第５項）。

サービス付き高齢者向け住宅の大部分は有料老人ホームに該当

また、未届有料老人ホームであっても、有料老人ホームとみなして対応することにな
っている
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高齢者虐待防止法の「虐待」の考え方

一般的にイメージする虐待
（事件性のある虐待）

高齢者虐待防止法が規定した
高齢者虐待(自覚を問わないため、広範囲)

虐待の小さな芽から

未然防止に努める！

区市町村が責任をもって

防止的に対応！

「自覚」は
問わない。

「いじめてやろう」
「虐げよう」と思ってい
るかどうかは、無関係

〔虐待の種別〕
身体的虐待
心理的虐待
介護・世話の放棄・放任
性的虐待
経済的虐待
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高齢者虐待防止法において
施設・事業所に課せられている義務等

高齢者虐待防止法第20条によって、施設・事
業所に下記の責務が課せられている

•研修の実施

•苦情対応体制の整備

• その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待防止
のための措置

同法第5条（早期発見・協力義務）

同法第21条（通報義務）

早期発見・早期対応の観点から、「従事者から虐待を受けたと思われ
る高齢者」を発見した者からの通報を妨げない（事業所内の調査後の
区市町村への「報告」では、通報による区市町村の対応を遅滞させる
恐れがある）
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3次予防
（再発防止）

2次予防
（悪化防止）

1次予防
（未然防止）

○ 体制整備・人材育成・啓発（第3条）
○ 調査研究（第26条）
○ 通報受理後の措置（第24条）
○ 権限行使（適正運営の確保による
虐待防止・高齢者保護が目的）

○ 早期発見（第5条）
○ 通報義務（第21条）
○ 通報受理後の措置（第24条）

○ 研修・苦情処理体制（第20条）
○ 体制整備・人材育成・啓発（第3条）
○ 調査研究（第26条）

第16回日本高齢者虐待防止学会蒲田大会 分科会1「施設における虐待予防のためのリスクマネジメント」座長吉川悠貴氏作成資料より抜粋

予防の概念と高齢者虐待防止法
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東京都

全国

（平成18年度～令和5年度厚生労働省「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく
対応状況等に関する調査結果」（以降、「調査結果」と略）、東京都発表「調査結果」より再構成）

市町村が事実確認
を行った事例のうち、

虐待の「判断に至ら
なかった」事例は

全国18.0％
東京都20.8％
⇒高齢者虐待事案
の潜在化

養介護施設従事者等による高齢者虐待の実態
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年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
高齢者虐待が
認められた
件数

87件 111件 153件

施設・事業所
の類型

•特別養護老人ホーム 30件

•（介護付き）有料老人ホーム 22件

•認知症対応型共同生活介護 9件

•（住宅型）有料老人ホーム 4件

•短期入所施設 4件

•居宅介護支援等 4件

•訪問介護等 3件

•通所介護等 3件

•小規模多機能型居宅介護等 2件

•軽費老人ホーム 2件

•介護老人保健施設 1件

•その他 3件

•特別養護老人ホーム 43件

•（介護付き）有料老人ホーム

25件

•介護老人保健施設 14件

•認知症対応型共同生活介護 12件

•短期入所施設 4件

•訪問介護等 4件

•通所介護等 3件

•（住宅型）有料老人ホーム 3件

•小規模多機能型居宅介護等 1件

•その他 2件

•特別養護老人ホーム 47件

•（介護付き）有料老人ホーム

45件

•介護老人保健施設 12件

•認知症対応型共同生活介護 23件

•短期入所施設 3件

•訪問介護等 5件

•通所介護等 6件

•（住宅型）有料老人ホーム 6件

•小規模多機能型居宅介護等 2件

•その他 1件

虐待の種別
類型※１

•身体的虐待 70件

•介護等放棄 21件

•心理的虐待 53件

•経済的虐待 7件

•性的虐待 0件

•身体的虐待 101件

•介護等放棄 58件

•心理的虐待 47件

•経済的虐待 3件

•性的虐待 3件

•身体的虐待 129件

•介護等放棄 61件

•心理的虐待 72件

•経済的虐待 8件

•性的虐待 6件
「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第２５条に基づく、東京都における養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の
公表」を基に作成 ※１施設において複数の被虐待高齢者がいる場合、虐待の種別も異なる事例もあり、施設数と一致しない

令和３年度～令和５年度 東京都 養介護施設従事者等による虐待の状況

151件 212件 276件
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51.3%

22.3% 24.3%

2.7%

18.2%

59.7%

28.2%
33.3%

2.8% 3.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

身体的虐待 介護等放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

全国（1049件） 東京都（177件）

（令和5年度厚生労働省「調査結果」及び東京都発表「調査結果」より東京都高齢者・障害者権利擁護支援センターにて再構成）

25.6%

29.2%

74.4%

70.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

東京都

虐待に該当する身体拘束

身体拘束あり 身体拘束なし

虐待の種別の内訳 （令和５年度 全国・東京都）
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（令和5年度厚生労働省「調査結果」及び東京都発表「調査結果」より東京都高齢者・障害者権利擁護支援センターにて再構成）

通報者の内訳 （令和５年度 全国・東京都）

1.9%

15.2%

28.7%

7.5%

16.7%

2.9%

3.4%

0.4%

3.0%

0.2%

0.1%

2.1%

1.8%

10.9%

5.2%

1.9%

17.5%

30.3%

6.1%

17.7%

2.1%

3.7%

0.5%

3.7%

0.0%

0.0%

0.5%

1.2%

11.0%

4.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

本人による届出

家族・親族

当該施設・事業所職員

当該施設・事業所元職員

医療機関従事者（医師含む）

介護相談員

地域包括支援センター

社会福祉協議会

国民健康保険団体連合会

都道府県から連絡

警察

その他

不明（匿名を含む）

全国（Ｎ＝3917） 429

内部通報者からの虐待通報
国 52.9％
都 54.1％
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虐待者の属性
（令和５年度 全国・東京都）

（令和5年度厚生労働省「調査結果」及び東京都発表「調査結果」より東京都高齢者・障害者権利擁護支援センターにて再構成）

82.8%

5.6%

3.3%

3.4%

1.3%

2.7%

0.8%

84.9%

7.3%

1.0%

1.6%

0.5%

2.1%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

介護職員

看護職

管理者

施設長

経営者・開設者

その他

不明

全国（Ｎ＝1351） 東京都（Ｎ＝192 ）

・性別
（全国）男性54.5％・女性44.5％
（東京都）男性47.9％・女性45.8％

・年齢 ※不明以外
（全国）40～49歳（15.2％）が最多
（東京都）50～59歳（17.7％）が最多
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被虐待高齢者の属性
（令和５年度 全国・東京都）

（令和5年度厚生労働省「調査結果」及び東京都発表「調査結果」より高齢者権利擁護支援センターにて再構成）

2.6%

1.0%

1.0%

7.2%

9.8%

22.6%

28.2%

18.9%

8.7%

0.5%

0.0%

0.9%

6.5%

8.3%

30.6%

25.0%

19.9%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

• 性別：（全国・東京都）男性（約27％）女性（約71％）
• 年齢：（全国・東京都）85～89歳が最多
• 認知症日常生活自立度Ⅱ以上＊：（全国）73.0％（東京都）85.2％

• 障害高齢者日常生活自立度（寝たきり度）A以上：（全国）55.3％（東京都）53.2％

（＊「認知症の有無が不明」を除いた割合）
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（参考）「虐待の発生要因」
組織運営上の課題 ％

職員の指導管理体制が不十分 61.7
虐待防止や身体拘束廃止に向けた取組が不十分 60.1
チームケア体制・連携体制が不十分 56.5
職員研修の機会や体制が不十分 49.7
職員が相談できる体制が不十分 46.2
運営法人（経営層）に課題 ％

経営層の現場の実態の理解不足 45.7
業務環境変化への対応取組が不十分 30.9
経営層の虐待や身体拘束に関する知識不足 30.6
厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」報告書（令和7年３月）P45より引用し作成

※「虐待を行った職員の課題」
「被虐待高齢者の状況」以外



「虐待の発生要因」（全国・概要）
虐待を行った職員の課題 ％

職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・
意識の不足

77.2

職員のストレス・感情コントロール 67.9
職員の倫理観・理念の欠如 66.8
職員の性格や資質の問題 66.7
職員の高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・
技術不足

63.6

職員の業務負担の大きさ 46.3

厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」報告書（令和7年３月）P45より引用し作成
14

法人・組織としての課題と職員の課題が繋がっており、法
人・組織として取り組むことにより改善される課題がある



養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因

出典：「養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因」（社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター，2008，p.17）



虐待が発生した施設・事業所の取組
管理者の虐待防止に関する意識向上は必要不可欠
⇒管理者の積極的な研修受講や意識改善が求められる

出典：厚生労働省老健局「令和5年度高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業 報告書」p.48 16



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 17

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）

（指定居宅サービスの事業の一般原則）

第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を
尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めな
ければならない。

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運
営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村（特別
区を含む。以下同じ。）、他の居宅サービス事業者その他の保健
医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努め
なければならない。

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の
防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者
に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供する
に当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険
等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよ
う努めなければならない。



全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の
発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めるこ
とを義務づける。

趣旨

運営基準改正における虐待防止規定の創設
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第９号）

18

１ 基本方針
入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その
従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

２ 運営規程
運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事
項」を追加。

３ 虐待の防止
虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催
するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること

② 虐待の防止のための指針を整備すること
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

改正の内容

施行日：令和３年４月１日（施行日から令和６年３月３１日までの間、経過措置を設ける）

施行期日等



令和６年度 介護報酬改定

■ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置（高齢者虐待防止措置）が講じられていない場合に、基本報酬を
減算（所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算）する。

※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。福祉用具貸与については、３年間の経過措置期間を設ける。

（参考）高齢者虐待防止措置
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 虐待の防止のための指針を整備すること。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

■ 短期入所・多機能系サービスに対し、身体的拘束等の適正化のための措置を義務付け、これらの措置が講じられ
ていない場合は、基本報酬を減算（所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算）する。

※１年間の経過措置期間を設ける。

■ 訪問・通所系サービス等に対し、身体的拘束等の原則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録について義務付ける。

（参考）身体的拘束等の適正化のための措置（新たな義務付けは下線部）
① 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のの心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録すること。
② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。

③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化ための研修を定期的に実施すること。

（参考）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）
第23条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
1・2（略）
3 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。
4 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ
ならない。
5・6（略）

高齢者虐待防止の推進

身体的拘束等の適正化の推進
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○ 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第5項及び第6項又は第42条第７項及び第８項に規定する基準に適合し
ていること。」

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第39号）
（指定介護福祉施設サービスの取扱方針）
第11条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等
に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
１～３（略）
４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。
５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録しなければならない。
６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行
うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
７（略）

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
第四 運営に関する基準
１～９（略）
10 指定介護福祉施設サービスの取扱方針
⑴ （略）
⑵ 同条第四項及び第五項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ
てはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の三つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の
手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
なお、基準省令第三十七条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存しなければならない。

⑶～⑸ (略)
※ 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護についても同様の内容であ
る。

身体的拘束等の適正化の推進（令和６年度介護報酬改定）



（参考）令和６年度介護報酬改定

「高齢者虐待防止の推進」及び「身体的拘束等の適正化の推進」について
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施設系サービス・居住系サービス
多機能系サービス

短期入所系サービス
通所系サービス等・訪問系サービス
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介
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予
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認
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対
応
型
通
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高
齢
者
虐
待
防
止

虐待の発生又はその再発を
防止するための措置

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
※１

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高齢者虐待防止措置
未実施減算の有無

（▲１％）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

※２
○

※２
－

○
※２

○
※３

－ ○ ○ ○ ○

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化

身体的拘束等の原則禁止
や記録に関する規定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身体的拘束等の適正化の為の
措置に関する規定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － －

身体拘束廃止
未実施減算の有無 

（▲１０％）
（▲１％）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －
○

※４
○

※４
○

※４
○

※４
－ － － － － － － － － － － － － － －

○
※１

経過措置期間を３年間延長
（令和９年3月31日まで）

○
※２

令和6年6月1日より施行
○

※３
3年間の経過措置期間有
（令和9年3月31日まで）

○
※４

１％の減算について
1年間の経過措置期間有
（令和7年3月31日まで）

令和6年4月1日現在



厚生労働省 老健局

（参考）「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」厚生労働省老健局長通知
（老発 1206 第2号、令和6年12月６日）（抄）
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９ サービス等
（略）
⑷ 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年法律第 124 号）に基づき、次の

事項を実施すること。
イ 同法第５条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施策に協力すること。
ロ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
ハ 虐待の防止のための指針を整備すること。
ニ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

当該担当者は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の責 任者と同一の従業者が務めることが望ましい。
なお、同一施設内での複数担当 の兼務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者としての職務 に支障が
なければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務 に従事しており、入居者や施設の状況を適切に把握
している者など、各担当者 としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

へ その他同法第20条の規定に基づき、苦情の処理の体制の整備その他の 高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。

⑸ 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得
ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこと。

⑹ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
理由を記録しなければならないこと。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つ の要件を満たすことについて、組織等として

これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。

⑺ 身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければならない。
イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置 等を活用して行うことができるものとする。）を三

月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 23

老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の
一部を改正する省令（老発１００９第２号令和６年１０
月９日通知）

• 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況

• 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取

組の状況

• 安全管理及び衛生管理のための取組の状況

◆老人福祉法施行規則に規定する有料老人ホームの設置者が都道府県知事
に報告すべき事項に、以下の事項を追加

◆介護保険法施行規則に規定する介護サービス事業者が都道府県知事に報
告すべき事項のうち、全てのサービスにおいて報告すべき共通事項として、
以下の事項を追加

• 利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況

• 身体的拘束その他利用者等の行動を制限する行為の適正化のための取

組の状況



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 24

「虐待の防止」（体制整備の基本と参考例）

施設・事業所における高齢者
虐待防止のための体制整備
令和３年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例

令和４年３月

令和3年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）介護保険施設・
事業所における高齢者虐待防止に資する体制整備の状況等に関する調査研究事業

社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター

https://www.dcnet.gr.jp/sendai_r4digestmovie/index.php



＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R７.３より引用＞



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 26

身体的虐待の具体例
①暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与

える行為

②本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討

せずに高齢者を乱暴に扱う行為
•家族からの要望等で、高齢者の自宅に外鍵をかけて外出できない

ようにする。

•通所サービスの送迎時に、無理やり車両に乗降させる、身体を強く

引っ張る。

③「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束等
•生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を原則禁止 など

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 27

身体的虐待

厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」（令和７年３月）ｐ２９～３０より、行政担当者が判断した実際
の虐待事案例を抜粋



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 28

介護・世話の放棄・放任の具体例（１）

①必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環
境・身体や精神状態を悪化させる行為

②高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学
的診断を無視した行為

・介護提供事業者等からの報告・連絡等を受けていたにもかか
わらず、高齢者の状態変化に伴う介護計画等の見直しを怠る。

③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を
制限させる行為

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＞



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 29

介護・世話の放棄・放任の具体例（２）

④高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置
・高齢者からの呼びかけに対し「ちょっと待ってね」等と言い、
その後の対応をしない。

・必要なセンサーの電源を切る。

⑤その他職務上の義務を著しく怠ること
・施設管理者や主任等が虐待の通報義務や虐待防止措置義務
を怠る。 など

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＞



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 30

介護・世話の放棄・放任

厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」（令和７年３月）ｐ２９～３０より、行政担当者が判断した実際
の虐待事案例を抜粋
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心理的虐待の具体例（１）
①威嚇的な発言、態度
• 怒鳴る、罵る。「追い出すぞ」などと言い脅す。 など

②侮辱的な発言、態度
• 老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。日常的にからかったり、

「死ね」などの侮蔑的なことを言う。子ども扱いするような呼称で
呼ぶ。

• 本人の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮蔑的な
言動を行う。 など

③高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発
言、態度

• 他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。

• 話しかけ、ナースコール等を無視する。 など

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＞
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心理的虐待の具体例（２）
④高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
• 本人ができるのに職員の都合を優先し、本人の意思や状態を

無視した介護を行う。 など

⑤心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の意思に反して外部との連絡・面談等を遮断する。など

⑥その他
• 入所者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し他の職

員に見せる。

• 本人の意思に反した異性介助を繰り返す。

• 浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。

• 高齢者や持ち物に鈴の取付け、スピーチロック など
＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＋
令和2年度厚労省老人保健健康等増進事業「介護施設における効果的な虐待防止研修に関する調査研究」
（MS&ADインターリスク総研株式会社）成果物研修資料より引用＞
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心理的虐待

厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」（令和７年３月）ｐ２９～３０より、行政担当者が判断した実際
の虐待事案例を抜粋
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性的虐待の具体例

本人への性的な行為の強要又は性的羞恥心を催すあ
らゆる形態の性的な行為

• 性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。

• 性的な話を強要する（無理やり聞かせる、話させる）。

• わいせつな映像や写真を見せる。

• 本人を裸にする。またはわいせつな行為をさせ、映像や写真に
撮る。撮影したものを他人に見せる。

• 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で下（上）半身を裸
にしたり、下着のままで放置する。

• 人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。また、その
場面を見せないための配慮をしない。 など

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＞
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性的虐待

厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」（令和７年３月）ｐ２９～３０より、行政担当者が判断した実際
の虐待事案例を抜粋
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経済的虐待の具体例

本人の合意なしに又は、判断能力の減退に乗じ、本人
の金銭や財産を本人以外のために消費すること。ある
いは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希望
する金銭の使用を理由なく制限すること

• 事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する。

• 金銭・財産等の着服・窃盗等（高齢者のお金を盗む、無断で使
う、処分する、無断流用する、おつりを渡さない）

• 立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。

• 日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金
を渡さない。 など

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＞
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経済的虐待のポイント

本人の合意の有無について

◇認知症などで金銭管理状況や使途について理解の上で同意
する能力がない場合がある

◇関係性や従属性から異議を言えず半ば強要されている場合
等がある

＜出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用＞

慎重な判断を



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 38

経済的虐待

厚生労働省「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」（令和７年３月）ｐ２９～３０より、行政担当者が判断した実際
の虐待事案例を抜粋
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身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

• 介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者（利用者）の行動を制限
する行為」で、具体的には次のような行為を指す。

• 身体拘束ゼロへの手引きにあげられている11項目は、あくまでも例示であり、他にも該当する行為があることに注意。
• 身体拘束とは、「高齢者本人の行動の自由を制限」することである。

① ひとり歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限す

るミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルを

つける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

出典：厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R7.3より引用
41
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切迫性

非代替性

一時性

本人または他の利用者等
の生命又は身体が危険に
さらされる可能性が著し
く高いこと

左記「 ３つの要件」がすべて満たされていること

＋

担当職員個人ではなく、事業所全体として客観
的な状況が存在するか判断「サービス担当者会
議」「身体拘束廃止委員会」等で慎重な検討

本人や家族へ（内容、目的、拘束の時間、時間
帯、期間等）できる限り詳細に説明し、十分な
理解を得るよう努める。

「家族の希望」・「同意書」があっても、身体拘
束を認める根拠にはならず、３要件の検討や説明
が必要なので注意

観察と再検討による定期的再評価（尊厳への配
慮）⇒要件に該当しなくなった場合、速やかに
解除

記録の義務付け
身体的拘束等に関して、その態様及び時間、その際の利用者
（又は入所者）の心身の状況、緊急やむを得ない理由

身体拘束その他の行動
制限を行う以外に代替
する方法がないこと

身体拘束その他の行動
制限が一時的なもので
あること

が極めて慎重に実施されていること適正な手続き

２ 身体拘束例外的実施要件（「緊急やむを得ない場合」とは）

※３つの要件を満たす場合にも、「本人の尊厳を守るため」組織等での慎重
に検討・説明・記録・解除への動きが求められる



緊急やむを得ない場合の三つの要件
•身体拘束を行うことにより、本人の日常生活等に与える悪影響を
勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで本
人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確
認する必要がある

•身体拘束をしない場合、本人等の生命または身体がどのような危険にさらされるのか
•それはどのような情報から確認できるのか
•他の関係機関や医療職はどのような見解を持っているのか

切迫性

•いかなる時でも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方
法の可能性を検討し、本人等の生命または身体を保護するという
観点から、他に代替手法が存在しないことを組織で確認する必要
がある

•拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない
•代替方法の洗い出しにあたり、複数の職員や多職種での検討を行ったか（外部有識者・外部機関）
•代替方法を実際に行ってみた結果について十分に検討できているか

非代替
性

•本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定す
る必要がある

•最も短い時間を想定したか。何月何日の何時から何月何日の何時までなのか。また、１日のうちの何
時から何時までなのか。

•本人、家族、、本人にかかわっている関係者・関係機関で検討したか

一時性

必ず「解消」することを検討し続ける
常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は、直ちに解
除することが重要

51
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身体拘束が必要と考えてしまう背景（例）

☑ 対応が困難な認知症状がある
・転倒リスクの高い立ち上がりや、ひとり歩きな
どがあり、心配で目が離せない…

☑ 対応が困難な利用者との関係
がある

・職員の関わりや介護への拒否や抵抗がある…

☑ 身体拘束についての情報提供
や助言・指示を受けた

「入院中もしていたから」「ちゃんと看るよう
に」「絶対に転倒させないで」と言われてしまう

☑ サービス等を利用できない
（増やせない）事情がある

・経済的事情で介護サービス等が利用できない
・人手不足がある…

☑ 身体拘束への肯定的意識があ
る

・「大変なんだから、これくらい許される」
・「本人のため、安全のため、これくらいはしょ
うがない」…

（参考：「身体拘束ゼロへの手引き」等）



身体拘束を必要としない状態を目指す
ために

支援者が困っている

本人の反応・行動を
観察・記録・分析

いつから？

どのように？

どのような場面
で？

きっかけは？

本人の反応や行動の

原因を探る

•本人の心身の状況の
把握 （医学的情報も含
む）

•生活環境の状況把握
（人的・物理的な変化は
ないか？）

•本人の思いの確認（な
ぜ、このような反応・行
動をとるのか？）

本人の思いに応えられ
るようなケアの提供

•支援者が困っ
ている本人の
反応・行動の原
因を取り除く

必要に応じて、専門家・専門職への相談・助言を検討する

（参考：「身体拘束ゼロへの手引き」等）

「本人の思いの確認」（反応・行動の原因例）
・職員の行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が理解できていないのでは？
・自分の意思にそぐわないと感じているのでは？
・不安や孤独を感じているのでは？
・不快や苦痛を感じているのでは？
・身の危険を感じているのでは？
・何らかの意思表示をしようとしているのでは？ など

53
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不適切な扱い、不適切ケアを虐待と
とらえる

• 高齢者虐待防法では、広い意味での高齢者虐待を「高齢
者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害さ
れる状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に
置かれること」と捉えたうえで、高齢者虐待防止法の対
象を規定したものということができます。

厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」R5.3 p.5より引用



「不適切なケア」は、どのような
ことをイメージしますか？
ある事例…

職 員： 「Aちゃんは、お肌すべすべですね～。とっ
ても可愛い。」と頬をすり寄せています。

Aさん： （黙ったまま微笑む）
職 員： 「ほらみんな、Aちゃんはこんな色も似合

うんじゃない？」と自身が来ているTシャ
ツのすそをAさんの頭から被せて見せま
した。

Aさん： （黙ったまま微笑む）

心理的虐待？？異性なら
性的虐待の恐れも？

55



「不適切なケア」は、どのような
ことをイメージしますか？
ある事例…

職 員： 「Aさんは、とてもお肌がすべすべです
ね。」

Aさん： 「ありがとう。よく見てるのね。」
職 員： 「観察も仕事なので。私が着ているTシャ

ツの色も似あうと思っているんです。」
Aさん： 「派手な色ね～。私に似合うかしら。」

56

Aさんが黙って微笑んでいるのは肯定の意味で黙
っているとは限らない。

職員とAさんの関係は、職員と利用者である。職
員は業務に従事しているものという意識を持つ。

利用者Aさんが、関係上何も言えない立場にある
かもしれないことを理解する。



Bさん： 「トイレに行きたいんだけど・・・」
職 員： 「さっきおトイレに行きましたよね。」

「まだ大丈夫ですから座っていてくだ
さい。」

Bさん： 「でも、トイレに行きたいんだけど・・・
連れて行って欲しいの。」

職 員： 「行ったばかりと言ったじゃないです
か。オムツも履いているから大丈夫で
す。」

「不適切ケア」「虐待」にしないた
めには・・・（考え方例）

57

心理的虐待？？
放棄・放任？



Bさん： 「トイレに行きたいんだけど・・・」
職 員： 「どうしたんですか。」
Bさん： 「ここのあたり（股）がモゾモゾす

るのよ。」
職 員： 「そうなんですね。今の介助が終

わったらでいいですか。」
Bさん：「ええ、大丈夫。待ってるわ。」

必要な対応が何かわかると、Bさんに安心しても
らう声かけも可能になる。

まず、Bさんの気持ちの受け止めをする。そして
、Bさんが伝えたい事・発言の意図を確認するこ
とによって、本当に必要な対応が見えてくるこ
とがある。

「不適切ケア」「虐待」にしないた
めには・・・（考え方例）

58



©（公財）東京都福祉保健財団 2025 59

「不適切なケア」を放置せず
虐待の防止に取組む

顕在化した虐待

・虐待行為が意図的か、非意図的かに関係なく
・適正な手続きを得ていない身体的拘束等は虐待
・グレーゾーンと呼ばれる行為も虐待として対応

不適切なケア（虐待等が疑われる事案）
認知症介護研究・研修仙台センター『介護現場のための高齢者虐待防止教育システム』教材
「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」2009年、p.13
を参考に東京都高齢者・障害者権利擁護支援センター改変

（柴尾慶次氏（特別養護老人ホーム フィオ－レ南海施設長）が作成した資料（２００３）をもとに作成）

虐
待
防
止
法
で
の
対
応 「このくらいいいだろう」「しかたがない」を放置する

ことは虐待を増悪させることにつながりかねない
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これって虐待になるのかな？と思ったら
• 目的・・・ケアの目的に着目

• 「本人のため」と言いながら、自分たちの効率や都合、
家族等の要望を優先していないか？→本人はどう感
じているか？

• 評価・・・そのケアによって生じている事態に着目
• 当初の目的どおりの効果が得られているのか？

• 本人の生きる意欲を奪っていないか？

※チームによる検証・説明ができるか

→ケアプラン等への位置づけ

• 自己決定権の尊重（意思決定支援）
• 適切な環境整備と情報提供があるか？

• 安心した環境で、選択肢を知っていなければ、選べない

• 選択することによる効果もリスクも情報提供
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虐待事案への対応

• 虐待の判断＝公示ではないが、自治体による「改
善命令」等の行政処分が出されると公示される

• 虐待の判断 + 行政による処分（法令違反）
• 「虐待は人格尊重義務違反」⇒行政処分（違反の内容
から指定取消や指定の全部又は一部効力停止の対象
になることも）

•通報義務違反（法第21条違反）や高齢者虐待防止法
措置違反（法第20条違反）による行政処分 など
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3次予防
（再発防止）

2次予防
（悪化防止）

1次予防
（未然防止）

○ 被虐待高齢者の生活の安定化
○ サービスの適正運営の確保
○ モニタリング ◌ 事後検証
○ 体制整備 ・・・・

○ 早期発見 ◌ 早期対応

○ ダメージコントロール（被害拡大・長
期化や二次的問題発生の防止）

○ 情報収集と振り返り ◌ 改善計画
・・・・

○ リスクアセスメント ◌自己点検
○ 教育・研修 ◌ サービスの質向上
○ 体制整備 ◌ ストレスマネジメント
○ リスクコントロール

乙幡美佐江（2019）「ソーシャルワーク実践による高齢者虐待予防」ｐ72-77を参考に作成

第16回日本高齢者虐待防止学会蒲田大会 分科会1「施設における虐待予防のためのリスクマネジメント」座長吉川悠貴氏作成資料より抜粋

（参考）予防の概念と虐待防止
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人権と権利
• 人権

「全ての人が生まれながらに平等に有しているも
の」国家等により侵されない

• 自由権…精神的自由、人身の自由、経済の自由
など数多くの自由権を日本国憲法で保障

• 社会権…法律等による権利の保障（生存権など）

憲法第13条 幸福追求権

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共
の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最
大の尊重を必要とする」
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福祉の現場、サービス提供の現場は、
人間の尊厳や人権の最前線

虐
待
防
止

尊厳の保持
自立生活

虐待防止を目的として取組むのではなく、「その人
らしいイキイキとした生活への支援」のプロセスとし
て虐待防止をとらえ、組織として取組みを行う。

そ
の
人
ら
し
い
イ
キ
イ
キ
と
し
た
生
活
へ
の

サ
ポ
ー
ト
を
す
る
ケ
ア
の
提
供
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（参考）高齢者虐待防止に
役立つ情報提供

＊公表されている活用可能なツール等のご紹介
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身体拘束廃止・防止関連手引き
介護施設・事業所等における身体拘束
廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業
報告書
令和6年３月
令和５年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業

株式会社 日本総合研究所

介護施設・事業所等における高齢者虐待防止・
身体拘束廃止の取組推進に向けた調査研究事業報
告書
2025年３月
令和6年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業

公益社団法人 全日本病院協会

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001479902.pdf
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内部研修（例）
個人学習（10分程度×18のコンテンツによる
オンデマンド）＋グループワークによる学習
（学習教材＋虐待防止担当者用資料）

https://www.irric.co.jp/reason/research/index.php

• 【2020年】をご覧ください

令和2年度 厚労省老人保健健康等増進事業「介護施設における効果的な虐待防止研修に関する調査研究」（MS&ADインターリスク総研株式会社）

～介護施設・事業所における虐待
防止研修～

プログラムの使い方

次のスライドに
プログラム例あり



介護施設における虐待防止研修プログラム例
令和２年度老健事業「介護施設における効果的な虐待防止研修に関する調査研究事業」より

主な科目 主な研修内容

１ 虐待とは？ 高齢者の権利擁護、虐待の定義・捉え方、虐待の発生要因、
背景要因等

２・３ 高齢者虐待防止法 法の目的・特徴、早期発見と通報義務、通報後の市町村と
都道府県等の対応等

４～９ 高齢者虐待の類型 身体的虐待（例；医療職・介護職などによる下剤や睡眠薬の過剰投
与、センサー使用による身体拘束）、心理的虐待（例；鈴の取付け）、
放棄・放任、性的虐待、経済的虐待の具体例

１０ 施設等による虐待防止対策 事業者の責務、運営基準、防止対策の具体等

１１ 身体拘束 緊急やむを得ない場合の3要件、具体例等

１２ ストレスケア ストレスのしくみ、対処法、怒りのコントロール、
自己診断チェックリストなど

・1科目（全12科目）5分～12分程度の短編動画をダウンロードし、業務の合間など、都合の良い時間に
学習することができる。
・職員個々の学習状況を確認テストにより管理することが可能。

・短編動画を視聴後、グループワークを実施することで、研修内容を堀り下げ、行動変容につなげるこ
とを目指している

・短編動画で受講した事例を使い、演習を行う。

・事例から気になる言動について話し合い、高齢者と職員の気持ち、背景、対応方法を考え、「個
人」「チーム」「組織」で虐待防止を実現する方法を考える。

グループワーク

短編動画

特徴

https://www.irric.co.jp/reason/research/index.php
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（公財）東京都福祉保健財団作成
養介護施設従事者等による高齢者
虐待防止普及啓発小冊子

「その人らしさ」を大
切にしたケアを
目指して

内部研修（例）

https://www.fukushizaidan.jp/105kenriyougo/
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（公財）東京都福祉保健財団作成

「虐待の芽チェックリス
ト」（各種）

内部研修（例）

・自己点検
・課題抽出（把握）⇒分析
⇒研修等取組みの計画⇒
実施⇒モニタリング・評価
⇒フィードバック⇒・・・
（定期的に実施）
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意思決定支援について

意思決定支援について総合的に学ぼう | 成年後見はやわかり
https://guardianship.mhlw.go.jp/guardian/awareness/

ishiketteishien_program2_230608

https://guardianship.mhlw.go.jp/movie/c358/
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意思決定支援について

介護サービス事業管理者等に対する認知症のあ
る人の意思決定支援研修（令和７年度新規実施）

介護サービス事業所等の管理者、施設長等を対象に、介護現場において認知症のあ
る人の意思を尊重した支援が広がるよう、支援の基本的な考え方や実践方法を学ぶた
めの研修を実施します。

令和７年度の募集は終了しておりますが、次年度も実施予定です。

https://www.fukushizaidan.jp/105kenriyougo/ishi/


